
新たな観光客を呼び込む 北京都観光ツアー造成支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市への観光客の誘客を促進し、地域経済の活性化を図るため、本市

に観光客を送り込み、宿泊及び飲食等を手配する旅行会社等に対し、予算の範囲内におい

て、補助金を交付する。 

 

（補助金交付の対象者） 

第２条 補助金の交付対象者は、次に該当する者（「以下、「補助対象者」という。）とする。 

ただし、国内旅行会社は各号のいずれかに該当する者であり、海外旅行会社はすべてに該

当する者とする。 

＜国内旅行会社＞ 

（１）業務の範囲が旅行業法施行規則（昭和 46年運輸省令第 61号）第１条の３第１号に規

定する第一種旅行業務である旅行業の登録を受けている者 

（２）業務の範囲が旅行業法施行規則第１条の３第２号に規定する第二種旅行業務である旅

行業の登録を受けている者 

（３）業務の範囲が旅行業法施行規則第１条の３第３号に規定する第三種旅行業務である旅

行業の登録を受けている者 

（４）旅行業法（昭和 27年法律第 239号）第 23条に規定する旅行サービス手配業の登録を

受けている者 

＜海外旅行会社＞ 

（１）自国において適法に旅行業を営む旅行業者であり、訪日旅行の取り扱いができる者 

（２）補助金の申請から完了まで、事務局とメール等にて日本語での連絡が可能である者 

（３）日本の銀行口座を有し、精算ができる者（ランドオペレーターを通じて精算も可とす

る） 

 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、１企画旅行あたり旅行者１人につき５，０００円とする。 

１企画旅行あたり、１泊のみとし、連泊の際でも１人につき５，０００円を上限とする。 

 

（補助対象事業及び要件） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次に掲げる要

件のすべてに該当する事業とする。 

(１) 「募集型企画旅行」または「受注型企画旅行」であること。 

ただし、次に掲げる旅行は、補助対象事業としない。 

（１）教育団体による教育を主たる目的とした旅行 

（２）スポーツ団体によるスポーツを主たる目的とした旅行 

(２) １企画旅行あたり、最少催行人数は５名以上（乗務員及び添乗員を除く。）であること。

ただし、１０室以上の宿泊施設を利用する場合は１０名以上であること。 

 ※旅行者都合（急なキャンセル等）で最少催行人数を下回り実施された場合は上限なく補

助対象とする。 

（３）１企画旅行あたり、市内の対象宿泊施設に土曜日・日曜日・祝日または振替休日に１泊



以上であること。ただし、宿泊費用は１泊５，０００円以上であること。 

※「対象宿泊施設」は一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社福知山地域本部（福知

山観光協会）に問い合わせること。また、対象宿泊施設に問い合わせや宿泊予約を行う場

合は本補助事業を使用希望の旨、連絡をすること。 

（４）１企画旅行あたり、市内の観光施設または飲食施設等（１ヵ所以上）を行程に組み入れ

ること。 

（５）定期的な集客チェックに応じること（毎月２回程度） 

 

（補助金の事前承認申請） 

第５条 補助金の申請は、補助対象事業の開始１０日前までに、補助金事前承認申請書（様

式１）と次に掲げる書類を添えて一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社福知山地

域本部地域本部長（以下、「本部長」という。）に提出し、承認を受けなければならない。 

（１）ツアー企画書（旅行日程表等出発日、最少催行人員及び行程の詳細が分かる書類） 

（２）旅行業登録票の写し 

※事業開始とは、広告、チラシ等当該ツアーに関する募集を対外的に開始する日とする。 

 

（補助金の事前承認の通知） 

第６条 本部長は、前条の規定により補助金の事前承認申請があったときは、その内容を審

査し、補助金事前申請承認決定通知書（様式２-１）または補助金事前申請否認通知書（様

式２-２）により補助金の事前承認申請をした者に通知するものとする。 

 

（事前承認申請の変更又は中止） 

第７条 補助金事前申請承認決定を受けた者は、前条の規定により補助金の事前承認を受け

た補助対象事業について、変更し、又は中止するときは、速やかに本部長に報告するとと

もに、必要に応じて、補助金変更・中止承認申請書（様式３）により本部長に申請し、承

認を受けなければならない。 

２ 本部長は、前項の規定による補助金変更・中止承認申請を受けたときは、その内容を審

査し、補助金変更・中止承認決定通知書（様式４－１）又は補助金変更・中止否認通知書

（様式４－２）により補助対象者に通知するものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第８条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業の完了後１０日以内

又は補助金の事前承認の通知のあった日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日まで

に、補助金交付申請書（様式５）と次に掲げる書類を添えて本部長に提出しなければなら

ない。 

（１）実績報告書（様式６－１） 

（２）宿泊証明書（様式６－２） 

２ 本部長は、必要に応じて補助対象者に対し、関係書類の提出及び報告を求めることがで

きる。 

 

（補助金の交付決定等） 

第９条 本部長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査



し、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定通知書（様式７－１）又は補助金不交

付決定通知書（様式７－２）により補助対象者に通知するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第 10 条 補助対象者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補

助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日

から起算して３０日以内に申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は

なかったものとみなす。 

 

（補助金の請求及び交付） 

第 11 条 補助対象者は、第９条の規定により交付すべき補助金の額が決定した後に、補助

金の交付を受けようとするときは、請求書（様式８）を本部長に提出しなければならない。 

２ 本部長は、請求書が適正なものであることを確認した場合には、請求書において指定さ

れた方法により速やかに補助金を交付するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第 12 条 本部長は、補助対象者が次に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一

部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限

を定めてその返還を求めるものとする。 

偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。 

 

（関係書類の整備） 

第 13 条 補助対象者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整

備し、事業完了年度の翌年から５年間保管するものとする。 

 

（事業の終了） 

第 14 条 補助金の交付決定額が当該年度予算に達した場合は、その時点でこの事業を終了

する。 

 

（その他） 

第 15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。 

 

  附  則 

この要綱は、令和７年６月９日から施行する。 


